
令和５年３月定例月議会議案一覧 

 

議案番号 件   名 

議案 ９ 公平委員会の委員の選任について 

選挙 １ 選挙管理委員の選挙について 

選挙 ２ 選挙管理委員の補充員の選挙について 

議案１０ 令和４年度豊明市一般会計補正予算（第１１号）について 

議案１１ 豊明市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を
定める条例の全部改正について 

議案１２ 
豊明市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利
用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部
改正について 

議案１３ 豊明市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等に関す
る条例の一部改正について 

議案１４ 豊明市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関
する条例の一部改正について 

議案１５ 豊明市国民健康保険税条例の一部改正について 

議案１６ 豊明市保育の必要性の認定に関する条例の一部改正について 

議案１７ 豊明市老人憩いの家条例の一部改正について 

議案１８ 財産の無償譲渡について（敷田集会所) 

議案１９ 財産の無償譲渡について（上高根集会所） 

議案２０ 財産の無償譲渡について（宿集会所） 

議案２１ 財産の無償譲渡について（下高根集会所） 

議案２２ 財産の無償譲渡について（間米集会所） 

議案２３ 財産の無償譲渡について（大脇集会所） 

議案２４ 財産の無償譲渡について（勅使集会所） 

議案２５ 財産の無償譲渡について（荒巻集会所） 



議案２６ 豊明市国民健康保険条例の一部改正について 

議案２７ 豊明市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の
一部改正について 

議案２８ 豊明市消防団条例の一部改正について 

議案２９ 令和４年度豊明市一般会計補正予算（第１２号）について 

議案３０ 令和４年度豊明市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）に
ついて 

議案３１ 令和４年度豊明市有料駐車場事業特別会計補正予算（第１号）
について 

議案３２ 令和４年度豊明市介護保険特別会計補正予算（第２号）につい
て 

議案３３ 令和４年度豊明市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）
について 

 



議案第９号  

 
   公平委員会の委員の選任について  

下記の者は、令和５年３月３１日任期満了となるので、同人を再任するもの

とする。  

  
  令和５年２月２１日提出  

 
豊明市長  小 浮 正 典      

 
記  

住  所   豊明市二村台  

氏  名   佐 野 和 子  
生年月日    

 
   説 明  

 この案を提出するのは、地方公務員法第９条の２第２項の規定に基づき、議

会の同意を得るため必要があるからである。  

 
 

 



選挙第１号  

 
   選挙管理委員の選挙について  
 地方自治法第１８２条第１項の規定により４名を選挙する。  

 
  令和５年２月２１日  



選挙第２号  

 
   選挙管理委員の補充員の選挙について  
 地方自治法第１８２条第２項の規定により４名を選挙する。  

 
  令和５年２月２１日  
 





















議案第１１号  

 

豊明市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条  

例の全部改正について  

 豊明市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を

別添のように定めるものとする。  

 

令和５年２月２１日提出  

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

説 明  

 この案を提出するのは、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準の一部改正、あわせて条例の整備をするため、全部改正をする必要があるか

らである。  



豊明市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条 

例 

 

豊明市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２６年豊明市条例第４０号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」と

いう。）第３４条の８の２第１項の規定に基づき、豊明市内の放課後児童健

全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例によ

る。 

（放課後児童健全育成事業の設備及び運営基準） 

第３条 法第３４条の８の２第１項に規定する条例で定める基準は、放課後児

童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６

３号）に定めるところによる。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 



議案第１２号  

 
豊明市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部改正について  

 豊明市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例を別添のよう

に定めるものとする。  

 
令和５年２月２１日提出  

 
豊明市長  小 浮 正 典      

 
説 明  

この案を提出するのは、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に基づく

保護に準じた保護を受けている外国人への医療扶助のオンライン資格確認等実

施のために関係規定を整理する必要があるからである。  

 
 



   豊明市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関 

   する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例 

 

 豊明市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用に関する条例（平成２７年豊明市条例第２６号）

の一部を次のように改正する。 

別表第１に次のように加える。 

５ 市長 生活に困窮する外国人に対する生活保護法（昭和２５年

法律第１４４号）に準じて行う保護の実施に関する事務

であって規則で定めるもの 

 別表第２に次のように加える。 

５ 市長 生活に困窮する外国人に対

する生活保護法に準じて行

う保護の実施に関する事務

であって規則で定めるもの 

地方税関係情報であって規

則で定めるもの 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



議案第１３号  

 
   豊明市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等に関する条例  

の一部改正について  

豊明市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

を改正する条例を別添のように定めるものとする。  

 
令和５年２月２１日提出  

 
豊明市長  小 浮 正 典     

 
説 明  

この案を提出するのは、消防庁において「非常勤消防団員の報酬等の基準」

が定められたことに伴い必要があるからである。  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

                                  」 

に改める。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

消防副分団長 年額報酬 ６９，７００ 

出動報酬 

１災害出動及び警戒出動 日額 ８，０００ 

２訓練等出動 日額 ３，５００ 

消防部長・班長 年額報酬 ４４，２００ 

出動報酬 

１災害出動及び警戒出動 日額 ８，０００ 

２訓練等出動 日額 ３，５００ 

消防団員 年額報酬 ４１，２００ 

出動報酬 

１災害出動及び警戒出動 日額 ８，０００ 

２訓練等出動 日額 ３，５００ 



 

豊明市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例 

 

豊明市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等に関する条例（昭

和４７年豊明市条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

別表中 

「  

                                  」 

を 

「 

消防団長 年額 ２２３，９００ 

消防副団長 年額 １７６，１００ 

消防分団長 年額 １０１，８００ 

消防副分団長 年額 ６９，７００ 

消防部長・班長 年額 ４４，２００ 

消防団員 年額 ４１，２００ 

消防団長 年額報酬 ２２３，９００ 

出動報酬 

１災害出動及び警戒出動 日額 ８，０００ 

２訓練等出動 日額 ３，５００ 

消防副団長 年額報酬 １７６，１００ 

出動報酬 

１災害出動及び警戒出動 日額 ８，０００ 

２訓練等出動 日額 ３，５００ 

消防分団長 年額報酬 １０１，８００ 

出動報酬 

１災害出動及び警戒出動 日額 ８，０００ 

２訓練等出動 日額 ３，５００ 



議案第１４号  
 
   豊明市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

の一部改正について  
 豊明市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例を別添のように定めるものとする。  
 
  令和５年２月２１日提出  
 
                 豊明市長  小 浮 正 典      
 
   説 明  
 この案を提出するのは、豊明市職員の給与に関する条例及び豊明市少人数学

級編制の実施に係る任期付市費負担教員の任用等に関する条例の一部改正に伴

い必要があるからである。  
 
 



豊明市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例 

 

 豊明市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令 

和元年豊明市条例第４２号）の一部を次のように改正する。 

別表１の表から３の表までを次のように改める。 

１ 行政職報酬表（一） 

号給 報酬月額 

円

１ １５０，１００

２ １５１，２００

３ １５２，４００

４ １５３，５００

５ １５４，６００

６ １５５，７００

７ １５６，８００

８ １５７，９００

９ １５８，９００

１０ １６０，３００

１１ １６１，６００

１２ １６２，９００

１３ １６４，１００

１４ １６５，６００

１５ １６７，１００

１６ １６８，７００

１７ １６９，８００

１８ １７１，２００

１９ １７２，６００

２０ １７４，０００



２１ １７５，３００

２２ １７７，８００

２３ １８０，３００

２４ １８２，８００

２５ １８５，２００

２６ １８６，９００

２７ １８８，５００

２８ １９０，２００

２９ １９１，７００

３０ １９３，４００

３１ １９５，２００

３２ １９６，９００

３３ １９８，５００

３４ １９９，９００

３５ ２０１，４００

３６ ２０２，９００

３７ ２０４，２００

３８ ２０５，５００

３９ ２０６，７００

４０ ２０８，０００

４１ ２０９，３００

４２ ２１０，６００

４３ ２１１，９００

４４ ２１３，２００

４５ ２１４，３００

４６ ２１５，６００

４７ ２１６，９００

４８ ２１８，２００

４９ ２１９，２００



５０ ２２０，３００

５１ ２２１，３００

５２ ２２２，３００

５３ ２２３，３００

５４ ２２４，２００

５５ ２２５，１００

５６ ２２６，０００

５７ ２２６，３００

５８ ２２７，１００

５９ ２２７，８００

６０ ２２８，５００

６１ ２２９，２００

６２ ２３０，０００

６３ ２３０，７００

６４ ２３１，３００

６５ ２３１，９００

備考 この表は、他の報酬表の適用を受けないすべての職員に適用する。 

２ 行政職報酬表（二） 

号給 報酬月額 

円

１ １３６，２００

２ １３７，１００

３ １３８，１００

４ １３９，０００

５ １４０，０００

６ １４１，０００

７ １４２，０００

８ １４３，０００

９ １４３，８００



１０ １４４，８００

１１ １４５，８００

１２ １４６，９００

１３ １４７，７００

１４ １４８，７００

１５ １４９，８００

１６ １５０，８００

１７ １５１，９００

１８ １５３，３００

１９ １５４，５００

２０ １５５，７００

２１ １５６，８００

２２ １５８，０００

２３ １５９，２００

２４ １６０，４００

２５ １６１，５００

２６ １６３，０００

２７ １６４，５００

２８ １６６，０００

２９ １６７，４００

３０ １６８，８００

３１ １７０，３００

３２ １７１，８００

３３ １７３，１００

３４ １７４，８００

３５ １７６，５００

３６ １７８，２００

３７ １７９，９００

３８ １８１，３００



３９ １８３，０００

４０ １８４，５００

４１ １８５，８００

４２ １８７，２００

４３ １８８，５００

４４ １８９，９００

４５ １９１，４００

４６ １９２，７００

４７ １９４，１００

４８ １９５，５００

４９ １９６，８００

５０ １９７，９００

５１ １９９，０００

５２ ２００，２００

５３ ２０１，３００

５４ ２０２，４００

５５ ２０３，３００

５６ ２０４，４００

５７ ２０５，５００

５８ ２０６，４００

５９ ２０７，４００

６０ ２０８，４００

６１ ２０９，５００

６２ ２１０，４００

６３ ２１１，３００

６４ ２１２，２００

６５ ２１２，８００

６６ ２１３，６００

６７ ２１４，３００



６８ ２１５，０００

６９ ２１５，４００

７０ ２１５，８００

７１ ２１６，１００

７２ ２１６，４００

７３ ２１６，６００

７４ ２１７，０００

７５ ２１７，４００

７６ ２１８，０００

７７ ２１８，２００

備考 この表は、運転手、調理員、清掃手、用務員その他の職員で市長が規

則で定めるものに適用する。 

３ 教育職報酬表 

号給 報酬月額 

円

１ １８４，５００

２ １８６，７００

３ １８８，８００

４ １９１，１００

５ １９３，１００

６ １９５，２００

７ １９７，３００

８ １９９，５００

９ ２０１，７００

１０ ２０４，４００

１１ ２０７，１００

１２ ２０９，７００

１３ ２１２，４００

１４ ２１４，１００



１５ ２１５，８００

１６ ２１７，５００

１７ ２１９，３００

１８ ２２１，０００

１９ ２２２，７００

２０ ２２４，４００

２１ ２２６，２００

２２ ２２８，１００

２３ ２３０，１００

２４ ２３２，０００

２５ ２３３，６００

２６ ２３５，６００

２７ ２３７，７００

２８ ２３９，７００

２９ ２４１，６００

３０ ２４４，３００

３１ ２４７，１００

３２ ２４９，９００

３３ ２５２，５００

３４ ２５５，４００

３５ ２５８，０００

備考 この表は、豊明市立小・中学校に勤務する教員補助員及びこれらに準

ずる業務に従事する職員で市長が規則で定めるものに適用する。 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 



議案第１５号  
 

豊明市国民健康保険税条例の一部改正について  
豊明市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別添のように定めるもの

とする。  
 

令和５年２月２１日提出  
 
                 豊明市長  小 浮 正 典  
 

説 明  
この案を提出するのは、国民健康保険税の適正化を図るため及び地方税法等

の一部改正に伴い必要があるからである。  



豊明市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

豊明市国民健康保険税条例（昭和４７年豊明市条例第４６号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条第２項ただし書中「６３万円」を「６５万円」に改め、同条第３項た

だし書中「１９万円」を「２０万円」に改める。 

第３条第１項中「６．１５」を「６．４」に改める。 

第４条中「２３，３００円」を「２５，０００円」に改める。 

第６条中「１．９」を「２．０５」に改める。 

第７条中「７，０００円」を「７，５００円」に改める。 

第８条第１号中「５，８００円」を「６，１００円」に改め、同条第２号中

「２，９００円」を「３，０５０円」に改め、同条第３号中「４，３５０円」

を「４，５７５円」に改める。 

第９条中「１．６５」を「１．７５」に改める。 

第１０条中「８，３００円」を「８，８００円」に改める。 

第１１条中「５，０００円」を「５，１００円」に改める。 

第２３条第１項中「６３万円」を「６５万円」に、「１９万円」を「２０万

円」に改め、同項第１号ア中「１６，３１０円」を「１７，５００円」に改め、

同号ウ中「４，９００円」を「５，２５０円」に改め、同号エ（ア）中「４，

０６０円」を「４，２７０円」に改め、同号エ（イ）中「２，０３０円」を

「２，１３５円」に改め、同号エ（ウ）中「３，０４５円」を「３，２０３円」

に改め、同号オ中「５，８１０円」を「６，１６０円」に改め、同号カ中「３，

５００円」を「３，５７０円」に改め、同項第２号ア中「１１，６５０円」を

「１２，５００円」に改め、同号ウ中「３，５００円」を「３，７５０円」に

改め、同号エ（ア）中「２，９００円」を「３，０５０円」に改め、同号エ

（イ）中「１，４５０円」を「１，５２５円」に改め、同号エ（ウ）中「２，

１７５円」を「２，２８８円」に改め、同号オ中「４，１５０円」を「４，４

００円」に改め、同号カ中「２，５００円」を「２，５５０円」に改め、同項

第３号ア中「４，６６０円」を「５，０００円」に改め、同号ウ中「１，４０

０円」を「１，５００円」に改め、同号エ（ア）中「１，１６０円」を「１，



２２０円」に改め、同号エ（イ）中「５８０円」を「６１０円」に改め、同号

エ（ウ）中「８７０円」を「９１５円」に改め、同号オ中「１，６６０円」を

「１，７６０円」に改め、同号カ中「１，０００円」を「１，０２０円」に改

め、同条第２項第１号ア中「３，４９５円」を「３，７５０円」に改め、同号

イ中「５，８２５円」を「６，２５０円」に改め、同号ウ中「９，３２０円」

を「１０，０００円」に改め、同号エ中「１１，６５０円」を「１２，５００

円」に改め、同項第２号ア中「１，０５０円」を「１，１２５円」に改め、同

号イ中「１，７５０円」を「１，８７５円」に改め、同号ウ中「２，８００円」

を「３，０００円」に改め、同号エ中「３，５００円」を「３，７５０円」に

改める。 

附則第２項中「同条中」を「同項中」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 この条例による改正後の豊明市国民健康保険税条例の規定は、令和５

年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和４年度分までの国

民健康保険税については、なお従前の例による。 



議案第１６号  

 
豊明市保育の必要性の認定に関する条例の一部改正について  

豊明市保育の必要性の認定に関する条例の一部を改正する条例を別添のよう

に定めるものとする。  

 
令和５年２月２１日提出  

 
豊明市長  小 浮 正 典      

 
   説 明  
 この案を提出するのは、子ども・子育て支援法の一部改正に伴い必要がある

からである。  



豊明市保育の必要性の認定に関する条例の一部を改正する条例 

    

豊明市保育の必要性の認定に関する条例（平成２６年豊明市条例第５２号）

の一部を次のように改正する。 

第１条中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 



議案第１７号  
 
   豊明市老人憩いの家条例の一部改正について  
 豊明市老人憩いの家条例の一部を改正する条例を別添のように定めるものと

する。  
 
  令和５年２月２１日提出  
 

豊明市長  小 浮 正 典      
 
   説 明  
 この案を提出するのは、老人憩いの家について地域への譲渡を行うため、一

部施設を廃止する必要があるからである。 

  



豊明市老人憩いの家条例の一部を改正する条例 

 

第１条 豊明市老人憩いの家条例（昭和５０年豊明市条例第４号）の一部を次

のように改正する。 

  題名を次のように改める。 

    豊明市老人憩いの家及び豊明市集会所条例 

  第１条中「豊明市老人憩いの家」の次に「及び豊明市集会所」を加える。 

  第２条第１項中「老人憩いの家を」の次に「、地域福祉の向上のために施

設として集会所を」を加え、同条第２項中「老人憩いの家」の次に「及び集

会所」を加える。 

  第３条及び第４条中「老人憩いの家」の次に「及び集会所」を加える。 

  別表を次のように改める。  

施設種別 名称 位置 

老人憩いの家 
徳田小規模老人憩いの家 豊明市沓掛町徳田７６番地 

小所小規模老人憩いの家 豊明市沓掛町泉３２番地 

集 会 所 

敷田集会所 豊明市間米町敷田１２２５番地３ 

上高根集会所 豊明市沓掛町住吉３番地 

宿集会所 豊明市沓掛町宿７４番地 

下高根集会所 豊明市沓掛町下高根３１５番地２ 

間米集会所 豊明市間米町峠下６２番地 

大脇集会所 豊明市栄町大脇５番地 

勅使集会所 豊明市沓掛町勅使８番地５３ 

荒巻集会所 豊明市西川町荒巻２番地３ 

第２条 豊明市老人憩いの家及び豊明市集会所条例の一部を次のように改正す

る。 

  題名を次のように改める。 

    豊明市老人憩いの家条例 

  第１条中「及び豊明市集会所」を削る。 

  第２条第１項中「、地域福祉の向上のために施設として集会所を」を削り

同条第２項中「及び集会所」を削る。 

、  



  第３条及び第４条中「及び集会所」を削る。 

 別表を次のように改める。  

名称 位置 

徳田小規模老人憩いの家 豊明市沓掛町徳田７６番地 

小所小規模老人憩いの家 豊明市沓掛町泉３２番地 

   附 則 

この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和５年４月１日

から施行する。 



議案第１８号  

 
   財産の無償譲渡について  
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定に基づ

き、下記の財産を無償譲渡することについて、議会の議決を求める。  

 
令和５年２月２１日提出  

 
豊明市長  小 浮 正 典      

 
記  

１ 無償譲渡する建物の所在地  

  豊明市間米町敷田１２２５番地３ 

２ 無償譲渡する建物の概要 

（１）構  造   木造平屋建 

（２）延床面積   ９２．７４平方メートル 

（３）建 築 年   昭和５０年 

３ 無償譲渡の相手方 

  豊明市間米町八ツ屋６４２番地 

  間米区 

  代表者 青山 松季 

４ 無償譲渡する日  
令和５年４月１日   

   説 明  
 この案を提出するのは、豊明市敷田集会所を、地域の集会所等の建物として

認可地縁団体に無償譲渡するため、必要があるからである。 

  



議案第１９号  

 
   財産の無償譲渡について  
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定に基づ

き、下記の財産を無償譲渡することについて、議会の議決を求める。  

 
  令和５年２月２１日提出  

 
豊明市長  小 浮 正 典      

 
記  

１ 無償譲渡する建物の所在地  

  豊明市沓掛町住吉３番地 

２ 無償譲渡する建物の概要 

（１）構  造   鉄骨造平屋建 

（２）延床面積   ９２．７４平方メートル 

（３）建 築 年   昭和５１年 

３ 無償譲渡の相手方 

  豊明市沓掛町薬師ヶ根６４番地 

  上高根町内会 

  代表者 古橋 三佐男 

４ 無償譲渡する日  
令和５年４月１日   

   説 明  
 この案を提出するのは、豊明市上高根集会所を、地域の集会所等の建物とし

て認可地縁団体に無償譲渡するため、必要があるからである。     



議案第２０号  

 
   財産の無償譲渡について  
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定に基づ

き、下記の財産を無償譲渡することについて、議会の議決を求める。  

 
  令和５年２月２１日提出  

 
豊明市長  小 浮 正 典      

 
記  

１ 無償譲渡する建物の所在地  

  豊明市沓掛町宿７４番地 

２ 無償譲渡する建物の概要 

（１）構  造   鉄骨造平屋建 

（２）延床面積   ９２．７４平方メートル 

（３）建 築 年   昭和５４年 

３ 無償譲渡の相手方 

  豊明市沓掛町森浦３６番地 

  宿町内会 

  代表者 近藤 義裕 

４ 無償譲渡する日  
令和５年４月１日   

   説 明  
 この案を提出するのは、豊明市宿集会所を、地域の集会所等の建物として認

可地縁団体に無償譲渡するため、必要があるからである。     



議案第２１号  

 
   財産の無償譲渡について  
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定に基づ

き、下記の財産を無償譲渡することについて、議会の議決を求める。  

 
  令和５年２月２１日提出  

 
豊明市長  小 浮 正 典      

 
記  

１ 無償譲渡する建物の所在地  

  豊明市沓掛町下高根３１５番地２ 

２ 無償譲渡する建物の概要 

（１）構  造   鉄骨造平屋建 

（２）延床面積   ９２．７４平方メートル 

（３）建 築 年   昭和５９年 

３ 無償譲渡の相手方 

  豊明市沓掛町下高根３１４番地１ 

  下高根町内会 

  代表者 神谷 亨 

４ 無償譲渡する日  
令和５年４月１日   

   説 明  
 この案を提出するのは、豊明市下高根集会所を、地域の集会所等の建物とし

て認可地縁団体に無償譲渡するため、必要があるからである。 

  



議案第２２号  

 
   財産の無償譲渡について  
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定に基づ

き、下記の財産を無償譲渡することについて、議会の議決を求める。  

 
  令和５年２月２１日提出  

 
豊明市長  小 浮 正 典      

 
記  

１ 無償譲渡する建物の所在地  

  豊明市間米町峠下６２番地 

２ 無償譲渡する建物の概要 

（１）構  造   鉄骨造平屋建 

（２）延床面積   ９２．７４平方メートル 

（３）建 築 年   昭和６１年 

３ 無償譲渡の相手方 

  豊明市間米町八ツ屋６４２番地 

  間米区 

  代表者 青山 松季 

４ 無償譲渡する日  
令和５年４月１日   

   説 明  
 この案を提出するのは、豊明市間米集会所を、地域の集会所等の建物として

認可地縁団体に無償譲渡するため、必要があるからである。  



議案第２３号  

 
   財産の無償譲渡について  
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定に基づ

き、下記の財産を無償譲渡することについて、議会の議決を求める。  

 
  令和５年２月２１日提出  

 
豊明市長  小 浮 正 典      

 
記  

１ 無償譲渡する建物の所在地  

  豊明市栄町大脇５番地 

２ 無償譲渡する建物の概要 

（１）構  造   鉄骨造平屋建 

（２）延床面積   ９２．７４平方メートル 

（３）建 築 年   昭和６３年 

３ 無償譲渡の相手方 

  豊明市栄町大脇８３番地 

  大脇区 

  代表者 鈴木 貴裕 

４ 無償譲渡する日  
令和５年４月１日   

   説 明  
 この案を提出するのは、豊明市大脇集会所を、地域の集会所等の建物として

認可地縁団体に無償譲渡するため、必要があるからである。    



議案第２４号  

 
   財産の無償譲渡について  
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定に基づ

き、下記の財産を無償譲渡することについて、議会の議決を求める。  

 
  令和５年２月２１日提出  

 
豊明市長  小 浮 正 典      

 
記  

１ 無償譲渡する建物の所在地  

  豊明市沓掛町勅使８番地５３ 

２ 無償譲渡する建物の概要 

（１）構  造   鉄骨造平屋建 

（２）延床面積   ９２．７４平方メートル 

（３）建 築 年   平成３年 

３ 無償譲渡する相手方 

  豊明市沓掛町山田１４番地８ 

  山田町内会 

  代表者 近藤 俊一 

４ 無償譲渡する日  
令和５年４月１日   

   説 明  
 この案を提出するのは、豊明市勅使集会所を、地域の集会所等の建物として

認可地縁団体に無償譲渡するため、必要があるからである。    



議案第２５号  

 
   財産の無償譲渡について  
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定に基づ

き、下記の財産を無償譲渡することについて、議会の議決を求める。  

 
  令和５年２月２１日提出  

 
豊明市長  小 浮 正 典      

 
記  

１ 無償譲渡する建物の所在地  

  豊明市西川町荒巻２番地３ 

２ 無償譲渡する建物の概要 

（１）構  造   鉄骨造平屋建 

（２）延床面積   ９２．７４平方メートル 

（３）建 築 年   平成５年 

３ 無償譲渡の相手方 

  豊明市二村台４丁目４番地１４ 

  二村台４区 

  代表者 中島 正己 

４ 無償譲渡する日  
令和５年４月１日   

   説 明  
 この案を提出するのは、豊明市荒巻集会所を、地域の集会所等の建物として

認可地縁団体に無償譲渡するため、必要があるからである。  



議案第２６号  
 

豊明市国民健康保険条例の一部改正について  
豊明市国民健康保険条例の一部を改正する条例を別添のように定めるものと

する。  
 

令和５年２月２１日提出  
 
                 豊明市長  小 浮 正 典  
 

説 明  
この案を提出するのは、出産育児一時金の支給額の見直しに関する健康保険

法施行令等の一部改正に伴い必要があるからである。  



豊明市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

豊明市国民健康保険条例（昭和４７年豊明市条例第６４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第５条第１項中「４０万８千円」を「４８万８千円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る第５条第１項の規定

による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。 

 



議案第２７号 

 

   豊明市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正

について 

 豊明市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正す

る条例を別添のように定めるものとする。 

 

令和５年２月２１日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

説 明 

この案を提出するのは、土地区画整理事業の進捗に伴い、今後の土地利用計

画、周辺の土地利用等を総合的に勘案し、適切な地区計画に変更する必要があ

るからである。 



豊明市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改

正する条例 

 

豊明市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成１５年豊

明市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

別表第１に次のように加える。 

寺池地区整備計画区域 都市計画法第２０条第１項の規定により告示された名古

屋都市計画寺池地区計画の地区整備計画が定められた区

域 

別表第２に次のように加える。 

寺池地

区整備

計画区

域 

 

A地区 

 

― 

 

― 

 

― 

 

１６０ 道路境界

線からの建

築物の外壁

又はこれに

代わる柱の

面までの距

離を１ｍ以

上とする。

ただし、以

下について

はこの限り

ではない。 

ア 外壁又

はこれに代

わる柱の中

心線の長さ

の合計が３

ｍ以下の建

築物又は建

築物の部分

イ 物置、

車庫その他

これに類す

る用途に供

し、軒の高

さが３ｍ以

下で、かつ

後退距離の

限度に満た

ない部分の

床面積の合

計が１０㎡

以内の建築

物 

― 

 

― 

 

垣又はさく

は、生垣ある

いはフェン

ス、鉄さく等

とし、ブロッ

ク塀等に類す

るものは設置

してはならな

い。ただし、

フェンスの基

礎であるブロ

ックその他こ

れに類するも

ので高さが

０．６ｍ以下

のもの、又は

片袖の長さが

２．１ｍまで

の門柱及びそ

の内壁にあっ

てはこの限り

ではない。 

B地区  

 

次に掲げる建築物

は、建築してはならな

い。 

（１） マージャン

屋、ぱちんこ屋、

射的場、勝馬投票

券発売所、場外車

券売場その他これ

らに類するもの 

（２） カラオケボッ

クスその他これに

類するもの 

（３） 畜舎 

（４） 倉庫でその用

途に供する部分の

床面積の合計が

３，０００㎡を超

えるもの 

 

 

附 則 

この条例は、令和５年３月３０日から施行する。 



議案第２８号  

 
   豊明市消防団条例の一部改正について  

豊明市消防団条例の一部を改正する条例を別添のように定めるものとする。  

 
令和５年２月２１日提出  

 
豊明市長  小 浮 正 典     

 
説 明  

この案を提出するのは、消防庁において「非常勤消防団員の報酬等の基準」

が定められたことに伴い必要があるからである。  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



豊明市消防団条例の一部を改正する条例 

 

豊明市消防団条例（昭和４７年豊明市条例第８１号）の一部を次のように改

正する。 

第１５条第１項を削り、同条第２項を同条とする。 

附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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